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『指定通所介護事業所及び滝上町日常生活支援総合事業所（通所型サービス） 

渓樹園デイサービスセンター』 

重 要 事 項 説 明 書 

 

 

 介護保険法による指定を受けておりますので、利用契約並びにサービスの提供開始に際して、厚生

省令第３７号及び第３９号に基づいて説明すべき、サービスの選択に資すると認められる事項は次の

とおりです。 

 

１ 事業者の概要 

  名     称： 社会福祉法人滝上福祉会 

  所  在  地： 紋別郡滝上町字オシラネップ原野２８０番地 

  代 表 者 名： 理事長 大 野  徹  

  電 話 番 号： ０１５８－２９－２５８８ 

  設 立 年 月 日： 昭和５６年１２月２４日 

 

２ 事業所の概要 

  種 類： 指定通所介護事業所  

          滝上町日常生活支援総合事業所（通所型サービス） 

          [０１７５１０００６４号] 

  指 定 日： 平成１２年４月１日  [ 介保 第１号] 

  名 称： 渓樹園デイサービスセンター 

    所 在 地： 紋別郡滝上町字オシラネップ原野２８０番地 

  管 理 者 名： 施設長 水野 陽滋 

  電 話 番 号： ０１５８－２９－２６２７ 

    開 設 日： 平成４年３月１日 

  建 物 構 造： 鉄筋コンクリート造 平屋建 

  床 面 積： ４０３.９平方メートル 

設 備 等： 食堂・作業及び日常動作訓練室、休養室、トイレ、浴室･脱衣室、 

        介護者教育室、事務室・相談室  

 

３ 事業の目的・運営方針 

   別冊「重要事項付属説明書」のとおり 

 

４ 事業の概要 

  利 用 定 員： ２５名 

実 施 区 域： 滝上町全域 

  営 業 日： 月曜日～金曜日  [土曜日・日曜日、12月 31 日・1月 1・2・3日は休み] 
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営 業 時 間： 午前８時３０分～午後５時３０分 

  ｻｰﾋﾞｽ提供時間： 午前９時５５分～午後４時０５分 

          〔営業時間内は各種状況に応じた時間短縮や時間延長の利用が可能〕 

職 員 配 置： 職員は指定通所介護事業及び滝上町日常生活支援総合事業（通所型サービス）

を兼務するものとする。 

        施設長(管理者)    ～ １名(特別養護老人ホーム渓樹園・ケアハウス 

                       アイビーハイツ施設長兼務) 

          生活相談員      ～ １名以上 

          看護職員       ～ １名以上 

          機能訓練指導員    ～ １名以上 

          介護職員       ～ ３名以上 

          運転技術員      ～ １名以上 

          管理栄養士(栄養士)  ～ １名以上（特別養護老人ホーム渓樹園兼務） 

          調理員        ～ １名以上 

 勤 務 時 間： 午前８時３０分～午後５時３０分（休憩１時間） 

          調理員は特別養護老人ホームの勤務時間による 

 

５ サービス内容 

   別冊「重要事項付属説明書」のとおり 

 

６ 利用料金の支払 

（１）利用者及び契約者は、利用者が「通所介護（通所型サービス）計画書」によって受けたサービ

スについて、介護報酬の公示上の額とする（別紙ア・イによる）利用料、食費一部負担金を１

か月ごとに計算し請求しますので、請求月の２５日までに、以下の方法でお支払い下さい。 

   ①事業所口座への振り込み 

   ②現金を直接持参 

（２）次に掲げる項目については、別に利用料金の支払を毎回受ける。（別紙ウによる） 

①食費一部負担金を除く、食費（食材料費を含む）及び日常生活上の経費や行事・趣味活動に係

る経費 

但し、これらの経費には、滝上町の委託費が支出される 

②その他利用者が負担することが適当と認められる費用   実 費 

 

７ 苦情解決の体制 

   当施設では、利用者等からの苦情を適切に解決するため、苦情解決体制を整備しております。

苦情を密室化せず、円滑・円満な解決の促進や施設の信頼や適正性の確保を図っております。 

（１）当事業所における苦情解決体制 

苦情解決責任者  水 野 陽 滋    （施設長） 

苦情受付担当者  廣 長 靖 教    （課 長） 
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第三者委員 

関  隆 行  滝上町滝西     電話０１５８－２９－２７０７ 

末 永 明 美 滝上町新町     電話０１５８－２９－４４７２ 

近 藤 志保子 滝上町幸町     電話０１５８－２９－３６８１ 

鴻 上 昭 子 滝上町栄町     電話０１５８－２９－２４２４ 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

①滝上町役場 保健福祉課 

電話：０１５８－２９－２１１１(代) 

②滝上町社会福祉協議会 

電話：０１５８－２９－３３９０ 

③北海道国民健康保険団体連合会 総務部介護・障害支援課 企画苦情係  

札幌市中央区南２条西１４丁目 

電話：０１１－２３１－５１６１ 内線６１１１ 

受付時間：午前９時～午後５時（土･日曜日、祝日を除く） 

④北海道福祉サービス運営適正化委員会 

札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２･７ ３階 

電話：０１１－２０４－６３１０（相談専用） 
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（内容により上部機関へ報告・相談し助言を受ける） 

 （３）当施設における苦情解決の仕組みの概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ サービス利用に関する留意事項 

①施設・設備・器具等を使用する場合は、本来の用途に従って利用して下さい。使用方法が不

明な時は職員に確認して下さい。故意、もしくは重大な過失により破損等が生じた場合には

賠償していただくこともあります。 

②建物内での喫煙はお断りします。 

③他の利用者・職員に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことは

利 用 者 （ 本 人 ・ 家 族 等 ） 

当 施 設 

苦 情 （ 意 見 ） の 受 付  

苦 情 内 容 の 確 認  

話 し 合 い  

（苦情解決責任者・利用者） 

第 三 者 委 員 

苦情解決についての相談・助言 

解 決 の あ っ せ ん （ 立 ち 会 い ）  

(

必
要
に
応
じ 

 
 

立
ち
会
い
助
言) 
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できません。 

④併設の特別養護老人ホーム・ケアハウスへ、入居者の面会等で行く場合には職員に知らせて

下さい。 

 

９ 事故発生時の対応 

利用者に対する通所介護の提供により事故が発生した場合には、利用者の家族、行政機関等に連

絡を行うとともに必要な措置を講ずるものとします。 

また、当該事故の状況及び事故に際して取った処置について記録します。 

利用者に対する通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに

行うものとします。 

 

10 非常災害時の対応について 

非常災害時の対応は、別途定める『社会福祉法人滝上福祉会 防火管理規程』に則り、対応を行

います。また、避難訓練を、ご利用者の方も参加して実施します。 

 

11 ハラスメント対策について 

  当施設におけるハラスメント防止の取り組み、職員が働きやすい環境づくり、ご利用者が安心し

てご利用頂ける環境づくりを目指します。ご利用者等が他ご利用者や職員に対して行う、暴言・暴

力・誹謗中傷の迷惑行為、カスタマーハラスメント等の行為を禁止します。ハラスメント行為など

により、健全な信頼関係を築くことができないと判断した場合は契約を解除する場合があります。 

 

 

令和  年  月  日 

 

指定通所介護事業及び滝上町日常生活支援総合事業（通所型サービス）の利用契約・サービス提供

開始に際し、本書面に基づきサービスの選択に資する重要事項の説明を行いました。 

 

    説明者 職名          氏名             印 

 

私は、本書面に基づいて、サービスの選択に資する重要事項の説明を受け、指定通所介護事業及

び滝上町日常生活支援総合事業（通所型サービス）の利用契約・サービス提供開始に同意しました。 

 

 

       利用者           氏名             印 

             

       契約者           氏名             印 

 

 



 

 

＜別 紙＞ 

利 用 料 金（ 標 準 的 料 金 ） 

 

本料金表の自己負担額は、１割として算出した額となっているため、一定以上の所

得のある２割負担の方、現役並みの所得がある３割負担の方については、下記のア・

イを２割分・３割分にして読み替えることとする。 

 

ア．介護給付対象利用料金（指定通所介護事業） 

 ・通所介護費 

サービス提供時間：８時間以上９時間未満         （単位：円／日） 

要介護度 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

1.介護サービス

利用料金 
６，６９０ ７，９１０ ９，１５０ １０，４１０ １１，６８０ 

2.｢1｣のうち、介
護保険から給
付される料金 

６，０２１ ７，１１９ ８，２３５ ９，３６９ １０，５１２ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
  ６６９   ７９１   ９１５ １，０４１ １，１６８ 

 

サービス提供時間：７時間以上８時間未満         （単位：円／日） 

要介護度 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

1.介護サービス

利用料金 
６，５８０ ７，７７０ ９，０００ １０，２３０ １１，４８０ 

2.｢1｣のうち、介
護保険から給
付される料金 

５，９２２ ６，９９３ ８，１００ ９，２０７ １０，３３２ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
  ６５８   ７７７   ９００ １，０２３ １，１４８ 

 

サービス提供時間：６時間以上７時間未満        （単位：円／日） 

要介護度 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

1.介護サービス

利用料金 
５，８４０ ６，８９０ ７，９６０ ９，０１０ １０，０８０ 

2.｢1｣のうち、介
護保険から給
付される料金 

５，２５６ ６，２０１ ７，１６４ ８，１０９ ９，０７２ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
  ５８４   ６８９   ７９６   ９０１ １，００８ 



 

 

サービス提供時間：５時間以上６時間未満         （単位：円／日） 

要介護度 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

1.介護サービス

利用料金 
５，７００ ６，７３０ ７，７７０ ８，８００ ９，８４０ 

2.｢1｣のうち、介
護保険から給
付される料金 

５，１３０ ６，０５７ ６，９９３ ７，９２０ ８，８５６ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
  ５７０   ６７３   ７７７   ８８０   ９８４ 

 

サービス提供時間：４時間以上５時間未満         （単位：円／日） 

要介護度 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

1.介護サービス

利用料金 
３，８８０ ４，４４０ ５，０２０ ５，６００ ６，１７０ 

2.｢1｣のうち、介
護保険から給
付される料金 

３，４９２ ３，９９６ ４，５１８ ５，０４０ ５，５５３ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
  ３８８   ４４４   ５０２   ５６０   ６１７ 

 

サービス提供時間：３時間以上４時間未満         （単位：円／日） 

要介護度 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

1.介護サービス

利用料金 
３，７００ ４，２３０ ４，７９０ ５，３３０ ５，８８０ 

2.｢1｣のうち、介
護保険から給
付される料金 

３，３３０ ３，８０７ ４，３１１ ４，７９７ ５，２９２ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
  ３７０   ４２３   ４７９   ５３３   ５８８ 

 

サービス提供時間：２時間以上３時間未満         （単位：円／日） 

要介護度 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

1.介護サービス

利用料金 
４時間以上５時間未満の利用料金の１００分の７０ 

2.｢1｣のうち、介
護保険から給
付される料金 

４時間以上５時間未満の介護保険から給付される 

料金の１００分の７０ 



 

 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
４時間以上５時間未満の自己負担額の１００分の７０ 

 

 ・入浴介助加算                    （単位：円／日） ※1 

加算項目 入浴介助加算（Ⅰ） ※2 入浴介助加算（Ⅱ） ※3 

1.加算料金 ４００ ５５０ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

３６０ ４９５ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 ４０  ５５ 

 ※1 入浴介助加算（Ⅰ）、同加算（Ⅱ）は、いずれか一の加算のみで、重複して加

算されません。 

 ※2 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行い、 

入浴介助を行った場合に加算されます。 

 ※3 （Ⅰ）の算定要件を満たし、介護福祉士等が居宅に訪問し、浴室での利用者の

動作及び環境を評価していること。この際、利用者の居宅の浴室が、利用者

自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪

問した介護福祉士等が、介護支援専門員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住

宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。身体状況・浴室環境等を

踏まえて個別の入浴計画を作成すること。入浴計画に基づき、個浴その他の

自宅に近い環境で入浴介助を行う場合に加算されます。 

 

・中重度者ケア体制加算   （単位：円／日） 

加算項目 中重度ケア体制加算 ※4 

1.加算料金 ４５０ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

４０５ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 ４５ 

 ※4 中重度者の割合が一定程度以上であり、サービス提供時間帯を通じて看護職

員を１名以上配置している場合に加算されます。 

 

 ・生活機能向上連携加算               （単位：円／月） ※5 



 

 

加算項目 
生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

※6〔３月に１回〕 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）  

※7 

1.加算料金 １，０００ ２，０００ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

  ９００ １，８００ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
  １００   ２００ 

 ※5 生活機能向上連携加算（Ⅰ）、同加算（Ⅱ）は、いずれか一の加算のみで、

重複して加算されません。 

 ※6 外部と連携した理学療法士等から事業所等のサービス提供の場または ICT を

活用した動画等により、利用者の状態を把握した上での助言に基づき、共同

して個別機能訓練計画を作成していること。機能訓練指導員等が計画に基づ

き、心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。計画の評価を

３月に１回以上行い、進捗状況に応じて訓練内容の見直しを行った場合に加

算されます。 

※7 外部と連携し理学療法士等が当施設に訪問し、共同して個別機能訓練計画を

作成していること。機能訓練指導員等が計画に基づき、心身の状況に応じた

機能訓練を適切に提供していること。計画の評価を３月に１回以上行い、進

捗状況に応じて訓練内容の見直しを行った場合に加算されます。 

 

・個別機能訓練加算                  （単位：円／日） ※8 

加算項目 
個別機能訓練加算

（Ⅰ）イ ※9 

個別機能訓練加算

（Ⅰ）ロ ※10 

個別機能訓練加算

(Ⅱ) ※11 

1.加算料金 ５６０ ７６０ ２００ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

５０４ ６８４ １８０ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 ５６  ７６  ２０ 

 ※8 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、同加算(Ⅰ)ロは、いずれか一の加算のみで、重複

して加算されません。 

 ※9 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の看護職員等を１名以上配置し、

自立支援と日常生活の充実に役立つよう複数の機能訓練項目を準備し、心身

の状況に応じた機能訓練が適切に提供されている場合に加算されます。また、

計画の作成、訓練の実施については機能訓練指導員等が共同して個別機能訓

練計画を作成し、これに基づき計画的に機能訓練を行うこととなります。 



 

 

 ※10 専ら機能訓練指導員の職務に従事する看護職員等を１名以上配置し、他の職

種の者が共同して利用者の生活向上に役立つよう利用者ごとの心身の状況を

重視した個別機能訓練計画を作成し、これに基づき利用者の生活機能向上を

目的とする機能訓練の項目を準備し、看護職員等が心身の状況に応じた機能

訓練が適切に提供されている場合に加算されます。 

 ※11 （Ⅰ）に加えて、利用者ごとの個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働

省に提出し、実施に当たって必要な情報を活用した場合に加算されます。（Ⅰ）

イまたはロと重複して算定が可能です。 

 

・ＡＤＬ維持等加算                 （単位：円／月） ※12 

加算項目 ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） ※13 ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） ※14 

1.加算料金 ３００ ６００ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

２７０ ５４０ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 ３０  ６０ 

※12 ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）、同加算（Ⅱ）は、いずれか一の加算のみで、重複し

て加算されません。 

※13 一定期間内に利用者のＡＤＬの維持または改善の度合いが一定の水準（調整

済ＡＤＬ利得１）を超え、ＡＤＬ値の測定結果を厚生労働省に提出した場合

に加算されます。 

※14  ＡＤＬ維持加算（Ⅰ）の要件を満たし、ＡＤＬの維持または改善の度合いが

一定の水準（調整済ＡＤＬ利得３）を超え、ＡＤＬ値の測定結果を厚生労働

省に提出した場合に加算されます。 

 

・認知症加算         （単位：円／日） 

加算項目 認知症加算 ※15 

1.加算料金 ６００ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

５４０ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 ６０ 

 ※15 認知症の方の割合が一定程度以上であり、認知症に係る専門的、実践的な研

修等を修了した職員を１名以上配置している場合に加算されます。 



 

 

 

・若年性認知症利用者受入加算  （単位：円／日） ※16 

加算項目 若年性認知症利用者受入加算 ※17 

1.加算料金 ６００ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

５４０ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 ６０ 

 ※16 認知症加算とは重複して加算されません。 

※17 若年性認知症利用者に対して指定通所介護を行った場合に加算されます。 

 

・栄養アセスメント加算     （単位：円／月） ※18 

加算項目 栄養アセスメント加算 ※19 

1.加算料金 ５００ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

４５０ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 ５０ 

 ※18 栄養アセスメント加算と口腔・栄養スクリーニング（Ⅰ）、栄養改善加算と

は重複して加算されません。 

 ※19 管理栄養士を１名以上配置していること。利用者ごとに、管理栄養士等が共

同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者または家族に対してそう結果

を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。利用者ごとの栄養状態等の情

報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって必要な情報を活用する

ことで加算されます。 

 

・栄養改善加算          （単位：円／回） 

加算項目 栄養改善加算 ※20 

1.加算料金 ２，０００ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

１，８００ 



 

 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
２００ 

 ※20  低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、低栄養状態

の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であ

って、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下

「栄養改善サービス」という。）を行った場合、３月以内の期間に限り１月

に２回を限度として加算されます。ただし、栄養改善サービスの開始から３

月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善

サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続

き算定されます。また、栄養改善サービスの提供にあたって、必要に応じ居

宅を訪問する。 

 

・口腔・栄養スクリーニング加算           （単位：円／月） ※21 

加算項目 
口腔・栄養スクリーニング加算

（Ⅰ） ※22〔６月に１回〕 

口腔・栄養スクリーニング加算

（Ⅱ） ※23〔６月に１回〕 

1.加算料金 ２００ ５０ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

１８０ ４５ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
２０ ５ 

※21 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）と同加算（Ⅱ）とは重複して加算され

ません。 

※22 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔及び栄養状態について確認

を行い、当該利用者の口腔及び栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養

状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利

用者の担当介護支援専門員に提供した場合に加算されます。また、同加算（Ⅰ）

と栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算（Ⅰ）とは重複

して加算されません。 

※23 栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算（Ⅰ）のいずれか

を算定している場合で、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔又は

栄養状態について確認を行い、当該利用者の口腔又は栄養状態に関する情報

（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情

報を含む。）を当該利用者の担当介護支援専門員に提供した場合に加算され

ます。 

 

・口腔機能向上加算                （単位：円／月） ※24 



 

 

加算項目 
口腔機能向上加算（Ⅰ） 

※25〔３月に１回〕 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 

※26〔３月に１回〕 

1.加算料金 １,５００ １,６００ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

１,３５０ １,４４０ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
１５０ １６０ 

※24 口腔機能向上加算（Ⅰ）と同加算（Ⅱ）は、いずれかの加算のみで、重複し

て加算されません。 

※25 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。利用者

の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介

護福祉士生活相談員等の職種が共同して利用者ごとに口腔機能改善管理指

導計画を作成すること。その計画に従い、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護

職員が口腔機能向上サービスを行うとともに、口腔機能を定期的に記録する

こと。利用者ごとの計画の進捗状況を定期的に評価することで加算されます。 

※26 ※25 の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提 

出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管

理を適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用することで加算されま

す。 

 

・科学的介護推進体制加算       （単位：円／月） 

加算項目 科学的介護推進体制加算 ※27 

1.加算料金 ４００ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

３６０ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 ４０ 

 ※27 利用者ごとにＡＤＬ値、栄養状態、口腔状態、認知症の状況その他の心身の

状況等に係る基本的情報を厚生労働省に提出していること。必要に応じてサ

ービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サ

ービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する場合に加算

されます。 

 

・サービス提供体制強化加算             （単位：円／日） ※28 



 

 

加算項目 
サービス提供体制強

化加算(Ⅰ) ※29 

サービス提供体制強

化加算(Ⅱ) ※30 

サービス提供体制強

化加算(Ⅲ) ※31 

1.加算料金 ２２０ １８０ ６０ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

１９８ １６２ ５４ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 ２２  １８  ６ 

※28 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）、と同加算（Ⅱ）、と同加算（Ⅲ）は、いずれ

か一の加算のみで、重複して加算されません。 

※29 介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 70 以上である場合

又は勤続 10 年以上の介護福祉士が 100 分の 25 以上の場合に加算されます。 

※30 介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 50 以上である場合

に加算されます。 

※31 介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 40 以上である場合

又は勤続 7年以上の介護福祉士が 100 分の 30 以上の場合に加算されます。 

 

・同一建物から通う方の減算       （単位：円／日） 

減算項目 同一建物から通う方の減算 ※32 

1.減算料金 －９４０ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

－８４６ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 －９４ 

 ※32 同一建物から通う方に対しサービスを提供した場合に所定の料金から減算さ

れます。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる方、そ

の他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる方に対して送迎

を行った場合は、この限りではありません。 

 

・送迎を行わない場合の減算    （単位：円／日） 

減算項目 送迎を行わない場合の減算 ※33 

1.減算料金 －４７０ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

－４２３ 



 

 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 －４７ 

 ※33 利用者に対して居宅と事業所間の送迎を行わなかった場合、片道ごとに減算

されます。 

 

・業務継続計画未実施減算              （単位：円／月） 

減算項目 業務継続計画未実施減算 ※34 

1.減算料金 算出した料金の 100 分の 3 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

算出した介護保険から給付される料金の 100 分の 3 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
算出した自己負担額の 100 分の 3 

 ※34 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提

供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める

観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定

の場合に減算されます。 

 

・高齢者虐待防止措置未実施減算            （単位：円／月） 

減算項目 高齢者虐待防止措置未実施減算 ※35 

1.減算料金 算出した料金の 100 分の 1 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

算出した介護保険から給付される料金の 100 分の 1 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
算出した自己負担額の 100 分の 1 

 ※35 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又

はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するため

の委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられ

ていない場合に減算されます。 

 

・介護職員処遇改善加算                （単位：円／月） 

加算項目 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  ※36 

1.加算料金 算出した料金の 1000 分の 59 



 

 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

算出した介護保険から給付される料金の 1000 分の 59 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 算出した自己負担額の 1000 分の 59 

 ※36 厚生労働大臣が定める基準に従い、介護職員の処遇を改善する取組みを実施

した場合、料金として算出した額（利用料金、加算料金、減算料金の合計）

の 1000 分の 59 に相当する額が加算されます。 

 

・介護職員等特定処遇改善加算             （単位：円／月） ※37 

加算項目 
介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅰ) 

介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅱ) 

1.加算料金 算出した料金の 1000 分の 12 算出した料金の 1000 分の 10 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

算出した介護保険から給付さ

れる料金の 1000 分の 12 

算出した介護保険から給付さ

れる料金の 1000 分の 10 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 

 算出した自己負担額の 1000

分の 12 

算出した自己負担額の 1000 分

の 10 

※37 厚生労働大臣が定める基準に従い、介護職員等の処遇を改善する取組みを実

施した場合、料金として算出した額（利用料金、加算料金、費用料金の合計

（介護職員処遇改善加算を除く））の（Ⅰ）1000 分の 12 か（Ⅱ）1000 分の 10

に相当する額が加算されます。 

 

・介護職員等ベースアップ等支援加算      （単位：円／月） ※38 

加算項目 介護職員等ベースアップ等支援加算 

1.加算料金 算出した料金の 1000 分の 11 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

算出した介護保険から給付される料金の 1000 分の 11 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 算出した自己負担額の 1000 分の 11 

 ※38 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれかを算定しており、加算額の

2/3 は介護職員等のベースアップ等に使用した場合、料金として算出した額

（利用料金、加算料金、費用料金の合計（介護職員処遇改善加算・介護職員等

特定処遇改善加算を除く））の 1000 分の 11 に相当する額が加算されます。 

 

・介護職員等処遇改善加算                （単位：円／月）※39 



 

 

加算項目 

介護職員等 

処遇改善加算

(Ⅰ)  ※40 

介護職員等 

処遇改善加算

(Ⅱ)  ※41 

介護職員等 

処遇改善加算

(Ⅲ)  ※42 

介護職員等 

処遇改善加算

(Ⅳ)  ※43 

1.加算料金 
算出した料金

の 1000 分の 92 

算出した料金

の 1000 分の 90 

算出した料金

の 1000 分の 80 

算出した料金

の 1000 分の 64 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

算出した介護

保険から給付

される料金の 

1000 分の 92 

算出した介護

保険から給付

される料金の 

1000 分の 90 

算出した介護

保険から給付

される料金の 

1000 分の 80 

算出した介護

保険から給付

される料金の 

1000 分の 64 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 

算出した 

自己負担額の 

1000 分の 92 

算出した 

自己負担額の 

1000 分の 90 

算出した 

自己負担額の 

1000 分の 80 

算出した 

自己負担額の 

1000 分の 64 

※39  本加算は、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、 

「介護職員等ベースアップ等支援加算」の加算が統合されたもので、 

Ｒ6.6.1 からの加算となる予定です。 

※40 厚生労働大臣が定める基準に従い、介護職員の処遇を改善する取組みを実施

した場合、料金として算出した額（利用料金、加算料金、減算料金の合計）

の 1000 分の 92 に相当する額が加算されます。 

※41 厚生労働大臣が定める基準に従い、介護職員の処遇を改善する取組みを実施

した場合、料金として算出した額（利用料金、加算料金、減算料金の合計）

の 1000 分の 90 に相当する額が加算されます。 

※42 厚生労働大臣が定める基準に従い、介護職員の処遇を改善する取組みを実施

した場合、料金として算出した額（利用料金、加算料金、減算料金の合計）

の 1000 分の 80 に相当する額が加算されます。 

※43 厚生労働大臣が定める基準に従い、介護職員の処遇を改善する取組みを実施

した場合、料金として算出した額（利用料金、加算料金、減算料金の合計）

の 1000 分の 64 に相当する額が加算されます。 

 

 

イ．総合事業〔通所型サービス〕対象利用料金 

 ・通所型サービス費                   （単位：円／月） 

要支援状態 要 支 援 １ 要 支 援 ２ 

1.介護サービス 

利用料金 
１７，９８０ ３６，２１０ 

2.｢1｣のうち、総合
事業支給費から
給付される料金 

１６，１８２ ３２，５８９ 



 

 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
１，７９８ ３，６２１ 

 

 ・通所型サービス費（日割り）           （単位：円／日） ※44 

要支援状態 要 支 援 １ 要 支 援 ２ 

1.介護サービス 

利用料金 
５９０ １，１９０ 

2.｢1｣のうち、総合
事業支給費から
給付される料金 

５３１ １，０７１ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 ５９   １１９ 

※44 利用開始月、利用終了月、ショートステイを利用された月は、日割り計算と 

なります。 

 

・栄養アセスメント加算 （単位：円／月） ※45 

加算項目 栄養アセスメント加算 ※46 

1.加算料金 ５００ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

４５０ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 ５０ 

 ※45 栄養アセスメント加算と口腔・栄養スクリーニング（Ⅰ）、栄養改善加算とは

重複して加算されません。 

 ※46 管理栄養士を１名以上配置していること。利用者ごとに、管理栄養士等が共

同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者または家族に対してそう結果

を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。利用者ごとの栄養状態等の情

報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって必要な情報を活用する

ことで加算されます。 

 

・栄養改善加算        （単位：円／月） 

加算項目 栄養改善加算 ※47 

1.加算料金 ２，０００ 



 

 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

１，８００ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
２００ 

 ※47 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、低栄養状態

の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であ

って、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下

「栄養改善サービス」という。）を行った場合、３月以内の期間に限り１月に

２回を限度として加算されます。ただし、栄養改善サービスの開始から３月

ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サ

ービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き

算定されます。また、栄養改善サービスの提供にあたって、必要に応じ居宅

を訪問する。 

 

・口腔・栄養スクリーニング加算          （単位：円／月） ※48 

加算項目 

口腔・栄養スクリーニング加

算（Ⅰ） ※49〔６月に１

回〕 

口腔・栄養スクリーニング加

算（Ⅱ） ※50〔６月に１

回〕 

1.加算料金 ２００ ５０ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

１８０ ４５ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
２０ ５ 

※48 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）と同加算（Ⅱ）は、いずれか一の加算の

みで、重複して加算されません。 

※49 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔及び栄養状態について確認を

行い、当該利用者の口腔及び栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状

態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者

の担当介護支援専門員に提供した場合に加算されます。また、同加算（Ⅰ）と

栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算（Ⅰ）とは重複して

加算されません。 

※50 栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算（Ⅰ）のいずれかを

算定している場合で、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔又は栄

養状態について確認を行い、当該利用者の口腔又は栄養状態に関する情報（当

該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を

含む。）を当該利用者の担当介護支援専門員に提供した場合に加算されます。 

 



 

 

・科学的介護推進体制加算    （単位：円／月） 

加算項目 科学的介護推進体制加算 ※51 

1.加算料金 ４００ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

３６０ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
４０ 

 ※51 利用者ごとにＡＤＬ値、栄養状態、口腔状態、認知症の状況その他の心身の

状況等に係る基本的情報を厚生労働省に提出していること。必要に応じてサ

ービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サ

ービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する場合に加算さ

れます。 

 

・生活機能向上グループ活動加算    （単位：円／月） 

加算項目 生活機能向上グループ活動加算 ※52 

1.加算料金 １，０００ 

2.｢1｣のうち、総合
事業支給費から
給付される料金 

  ９００ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
  １００ 

※52 生活相談員等の従業者が共同で、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定

した通所型サービス計画を作成し、この作成及び実施において生活機能の向

上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準

備し、その項目の選択に当たっては、生活意欲が増進されるよう援助し、心身

の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供され、この

サービスが１週につき１回以上行われている場合に加算されます。 

 

・サービス提供体制強化加算            （単位：円／月） ※53 

加算項目 
サービス提供体制

加算（Ⅰ） ※54 

サービス提供体制

加算（Ⅱ） ※55 

サービス提供体制

加算（Ⅲ） ※56 

要支援状態 要支援 1 要支援 2 要支援 1 要支援 2 要支援 1 要支援 2 

1.加算料金 ８８０ １，７６０ ７２０ １，４４０ ２４０ ４８０ 



 

 

2.｢1｣のうち、総合
事業支給費から
給付される料金 

７９２ １，５８４ ６４８ １，２９６ ２１６ ４３２ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 ８８ １７６  ７２  １４４  ２４  ４８ 

※53 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）、と同加算（Ⅱ）、と同加算（Ⅲ）は、いずれ

か一の加算のみで、重複して加算されません。 

※54 介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 70 以上である場合

又は勤続 10 年以上の介護福祉士が 100 分の 25 以上の場合に加算されます。 

※55 介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 50 以上である場合

に加算されます。 

※56 介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 40 以上である場合

又は勤続 7 年以上の介護福祉士が 100 分の 30 以上の場合に加算されます。 

 

・同一建物から通う方の減算     （単位：円／月） 

減算項目 同一建物から通う方の減算 ※57 

要支援状態 要支援１ 要支援２ 

1.減算料金 －３，７６０ －７，５２０ 

2.｢1｣のうち、総合
事業支給費から
給付される料金 

－３，３８４ －６，７６８ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
  －３７６   －７５２ 

 ※57 同一建物から通う方に対しサービスを提供した場合に所定の料金から減算さ

れます。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる方、そ

の他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる方に対して送迎

を行った場合は、この限りではありません。 

 

・送迎を行わない場合の減算    （単位：円／日） 

減算項目 送迎を行わない場合の減算 ※58 

1.減算料金 －４７０ 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

－４２３ 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 －４７ 



 

 

 ※58 利用者に対して居宅と事業所間の送迎を行わなかった場合、片道ごとに減算

されます。 

 

 

・業務継続計画未実施減算              （単位：円／月） 

減算項目 業務継続計画未実施減算 ※59 

1.減算料金 算出した料金の 100 分の 3 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

算出した介護保険から給付される料金の 100 分の 3 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
算出した自己負担額の 100 分の 3 

 ※59 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提

供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める

観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定

の場合に減算されます。 

 

・高齢者虐待防止措置未実施減算            （単位：円／月） 

減算項目 高齢者虐待防止措置未実施減算 ※60 

1.減算料金 算出した料金の 100 分の 1 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

算出した介護保険から給付される料金の 100 分の 1 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
算出した自己負担額の 100 分の 1 

 ※60 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又

はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するため

の委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられ

ていない場合に減算されます。 

 

・介護職員処遇改善加算                  （単位：円／月） 

加算項目 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ※61 

1.加算料金 算出した料金の 1000 分の 59 



 

 

2.｢1｣のうち、総合
事業支給費から
給付される料金 

算出した総合事業支給費から給付される料金の 1000 分の 59 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 算出した自己負担額の 1000 分の 59 

 ※61 滝上町が定める基準に従い、介護職員の処遇を改善する取組みを実施した場

合、料金として算出した額（利用料金、加算料金、減算料金の合計）の 1000

分の 40 に相当する額が加算されます。 

 

・介護職員等特定処遇改善加算             （単位：円／月） ※62 

加算項目 
介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅰ) 

介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅱ) 

1.加算料金 算出した料金の 1000 分の 12 算出した料金の 1000 分の 10 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

算出した介護保険から給付さ

れる料金の 1000 分の 12 

算出した介護保険から給付さ

れる料金の 1000 分の 10 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 

 算出した自己負担額の 1000

分の 12 

算出した自己負担額の 1000 分

の 10 

※62 厚生労働大臣が定める基準に従い、介護職員等の処遇を改善する取組みを実

施した場合、料金として算出した額（利用料金、加算料金、費用料金の合計

（介護職員処遇改善加算を除く））の（Ⅰ）1000 分の 12 か（Ⅱ）1000 分の 10

に相当する額が加算されます。 

 

・介護職員等ベースアップ等支援加算      （単位：円／月） ※63 

加算項目 介護職員等ベースアップ等支援加算 

1.加算料金 算出した料金の 1000 分の 11 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

算出した介護保険から給付される料金の 1000 分の 11 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 
 算出した自己負担額の 1000 分の 11 

 ※63 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれかを算定しており、加算額の

2/3 は介護職員等のベースアップ等に使用した場合、料金として算出した額

（利用料金、加算料金、費用料金の合計（介護職員処遇改善加算・介護職員等

特定処遇改善加算を除く））の 1000 分の 11 に相当する額が加算されます。 

 

・介護職員等処遇改善加算                （単位：円／月）※63 



 

 

加算項目 

介護職員等 

処遇改善加算

(Ⅰ)  ※64 

介護職員等 

処遇改善加算

(Ⅱ)  ※65 

介護職員等 

処遇改善加算

(Ⅲ)  ※66 

介護職員等 

処遇改善加算

(Ⅳ)  ※67 

1.加算料金 
算出した料金

の 1000 分の 92 

算出した料金

の 1000 分の 90 

算出した料金

の 1000 分の 80 

算出した料金

の 1000 分の 64 

2.｢1｣のうち、介 
護保険から給 
付される料金 

算出した介護

保険から給付

される料金の 

1000 分の 92 

算出した介護

保険から給付

される料金の 

1000 分の 90 

算出した介護

保険から給付

される料金の 

1000 分の 80 

算出した介護

保険から給付

される料金の 

1000 分の 64 

3.自己負担額 

｢1－2｣ 

算出した 

自己負担額の 

1000 分の 92 

算出した 

自己負担額の 

1000 分の 90 

算出した 

自己負担額の 

1000 分の 80 

算出した 

自己負担額の 

1000 分の 64 

※63  本加算は、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、 

「介護職員等ベースアップ等支援加算」の加算が統合されたもので、 

Ｒ6.6.1 からの加算となる予定です。 

※64 厚生労働大臣が定める基準に従い、介護職員の処遇を改善する取組みを実施

した場合、料金として算出した額（利用料金、加算料金、減算料金の合計）

の 1000 分の 92 に相当する額が加算されます。 

※65 厚生労働大臣が定める基準に従い、介護職員の処遇を改善する取組みを実施

した場合、料金として算出した額（利用料金、加算料金、減算料金の合計）

の 1000 分の 90 に相当する額が加算されます。 

※66 厚生労働大臣が定める基準に従い、介護職員の処遇を改善する取組みを実施

した場合、料金として算出した額（利用料金、加算料金、減算料金の合計）

の 1000 分の 80 に相当する額が加算されます。 

※67 厚生労働大臣が定める基準に従い、介護職員の処遇を改善する取組みを実施

した場合、料金として算出した額（利用料金、加算料金、減算料金の合計）

の 1000 分の 64 に相当する額が加算されます。 

 

ウ．介護給付対象外利用料金     （単位：円／食） 

食 費 一 部 負 担 金 ４００ 

その他利用者が負担することが 

適 当 と 認 め ら れ る 費 用  
実 費 

※食費一部負担金を除く、食費及び日常生活上の経費や行事・趣味活動に係る経費

については、滝上町の委託費が支出されています。 

 


